
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管部（局）・課 多文化共生さが推進課      

法令名 佐賀県国際交流プラザ設置条例 法令番号 平成２６年佐賀県条例第４９号 

手続名 使用料の減免 根拠条項 第５条 
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第５条 

知事は、県が主催し、又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合その他知事が必要と認める場合は、使用料を減額し、

又は免除することができる。 
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